
資料４－１ 議案第２２１号 
 

 

３板ま地第１号 

 

東京都板橋区都市計画審議会 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同

法第１９条第１項の規定に基づき、下記の事項について付議する。 

 

令和３年４月１４日 

 

 

東京都板橋区長  

坂 本   健   

（ 公 印 省 略 ）  

 

記 

 

東京都市計画地区計画 板橋駅西口地区地区計画の変更について 

（板橋区決定） 

 

 

理 由  本地区計画と板橋駅板橋口地区地区計画の区域を含めた駅近

接の商業地及び住宅地からなる市街地において、板橋区の玄関

口にふさわしい、誰もが暮らしやすく活気にあふれた、にぎわ

い拠点の形成を目指すため、新たに板橋駅西口周辺地区地区計

画を決定し、本地区計画を廃止する。 


